
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
　いよいよ平成２７年１０月以降、皆さま一人一人の住民票の住所地にマイナンバー（個人番号）が「通
知カード」により通知されます。
　「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されますので、以下の点にご注意くだ
さい。

住民票の住所地と同じ場所にお住まいの方
　ご自宅で通知カードを受け取ることができます。（手続は不要です。）

住民票の住所地と異なる場所（居所）にお住まいの方
　住民票の住所地と異なる場所（居所）に生活の本拠がある場合には、そちらに住民票を異動していた
だくことが基本となりますので、平成２７年１０月５日までに現在お住まいの場所（居所）の市区町村
に転入手続を行ってください。

やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方
　以下のいずれかの要件に該当する方は、居所情報登録申請手続を行うことで、居所への「通知カード」
送付が可能となります。
・東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
・ＤＶ等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
　（ＤＶ等被害者の方は、転入した市区町村に対して「ＤＶ等支援措置」を申し出てください。申出に
より「ＤＶ等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住
民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請
求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。）
・医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
・上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができな
い方

№6

問い合わせ先（居所情報登録申請手続）
総務課総務グループ　電話０１６３２－５－１１１５（内線133）　告知端末機　５－８８１５

必要書類：通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書
（総務課総務グループ、問寒別出張所窓口のほか、総務省ホームページや各市区町村窓口
で入手することもできます。）

添付書類：①申請者の本人確認書類（運転免許証、住民基本台帳カードなど（顔写真付きのものに限
る））
②居所に居住していることを証する書類（公共料金の領収書など）
③代理人の代理権を証明する書類（委任状など）
④代理人の本人確認書類（運転免許証、住民基本台帳カードなど（顔写真付きのものに限
る））
※③～④の書類は、代理人が申請する場合のみ添付が必要です。

申請期限：上記必要書類及び添付書類を、９月２５日（金）までに住民票のある市区町村に持参また
は郵送してください。

　その他：申請手続方法の詳細は、総務課総務グループまでお問い合わせください。

★　居所情報登録申請手続方法　★

マイナンバーについてのお問い合わせ先
全国共通ナビダイヤル　０５７０－２０－０１７８
営業時間：平日９時30分～17時30分（土日祝日・年末年始を除く。）

マイナンバー

　今年も、30名の小中学生が参加し、道外でのエネルギー関連施設見学会を行いました。
　１日目は、幌延深地層研究センターを見学しました。ゆめ地創館で施設見学を行い、幌延町で行
われている研究について学びました。その後、バーチャル地下施設見学を行い、まるで本当に地下施
設を見学しているかのようなバーチャル技術に参加児童・生徒は楽しんで勉強することができました。
　２日目は、茨城県の東海研究開発センターと原子力科学館を見学しました。東海研究開発センタ
ーでは、研究で実際に使用している電子顕微鏡の操作を参加児童・生徒が体験したり、研究開発が
行われている研究室を見学しました。
　原子力科学館では、原子力の基礎知識について学びました。普段肉眼では見ることのできない、
自然に降り注ぐ放射線を桐箱という実験器具を通して見たり、レントゲンや空港での手荷物検査で
用いられるX線を使い、カバンの中身が透けて見えるという不思議な現象に驚いていました。
　様々な施設を見学し、エネルギーの不思議や疑問など、様々なことを学ぶことのできたとても良い
見学会になりました。本州の暑さに弱音を吐かず参加児童・生徒は最後までしっかりと勉強してくれ
ました。今後も今回の経験を活かして、エネルギーについて関心を持ち知識を増やしてほしいです。

8月4日（火）～８月6日（木）8月4日（火）～８月6日（木）
【広報・調査等交付金事業】

エネルギー関連施設見学会エネルギー関連施設見学会エネルギー関連施設見学会平成27年度

▲３Ｄシアターを体験!! ▲原子力科学館

▲東海研究開発センター ▲幌延深地層研究センター　実規模試験施設
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